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家庭から出るごみ・資源物の分別区分（14分別）と、その後の行方・リサイクル後の製品

ごみは正しく分別することで、
いろいろなものにリサイクルできます。

燃やせないごみ

燃やせるごみ

缶（飲食用）

びん（飲食用、化粧品用）

ペットボトル

新聞紙

雑誌類

段ボール

容器包装（紙製）

乾電池

蛍光灯

廃食用油

生ごみ

容器包装（プラスチック製）

工場でアルミとスチー
ルに選別し、圧縮･梱包

クリーンセンター
で焼却

分 別 区 分

分 別 区 分

中 間 処 理

中 間 処 理

最終処分または処理後の行方

リサイクル後の主な製品

自動車の部品、建築用の
鉄筋など

プラスチック製品など

トイレットペーパー、
固形燃料など

繊維（衣服の原料）、シート（鶏卵のパック
などに再利用）、ペットボトルなど

ガラスびん、資材など

新聞紙など

紙、ボール紙など

段ボールなど

金属の原料など

ガラスの原料など

インク、塗料の原料など

金属類は建築用の鉄筋などとして製品化
その他は、減容化した後に主に最終
処分場にて埋立

工場で破砕し、金
属類を回収

工場で色分けし砂
状に破砕

工場でそれぞれ
圧縮･梱包

工場で水銀を抽出

民間の生ごみ処理施設で資源化
（生ごみからバイオガスを発生
させ、施設内の電力として使用
するほか、一部は有機肥料とな
ります）

焼却灰は、最終処分場にて
埋立のほか、セメントなどに
リサイクルご

　み
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　一辺の長さが１mを超えるものは、集積
所に出せないため直接民間処理施設か、
クリーンセンターへ持ち込んでください。

プラスチック製品・ゴム製品の出し方についてプラスチック製品・ゴム製品の出し方について
燃やせるごみ指定袋に入りますか？
または、切ったり砕いたりして指定袋に入る大きさ
にできますか？

※金属を含むものは
　「燃やせないごみ」です。

1辺の長さが50cm以下ですか？
または、切ったり砕いたりして
50cm以下にできますか？

1辺の長さが50cmを超えて1ｍ以下ですか？

燃やせるごみ指定袋
に入れて燃やせるご
みの日に出してくだ
さい。

燃やせるごみ指定
シールを貼って燃や
せるごみの日に出し
てください。

燃やせないごみ指定
シールを貼って燃や
せないごみの日に出
してください。

このマークがついているものは、汚れを落として
 「容器包装（プラスチック製）」で出してください。

一部例

※燃やせるごみで
　出さないでください。
※燃やせるごみで
　出さないでください。

（詳細は９～10ページ）

民間処理施設

詳細は21ページ

クリーンセンター

詳細は18ページ

一部例

一部例

一部例
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